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電柱の損壊事故における二次被害対策について

 令和元年台風15号による電柱の損壊事故については、原因の大半が倒木や飛来物等
による二次被害であったことを踏まえ、二次被害対策を強力に推し進めていく必要。

 各電力会社における取組を強化するために、二次被害対策に関する各社の取組事例を
水平展開し、着実に実施していくことが重要であり、本WGにおいても各社の取組をフォ
ローアップを行っていく。

 政府検証チームや電力レジリエンスWGにおいても、二次被害対策について検討が行われ
ており、経産省本省に加え地方支部局（経済産業局・産業保安監督部）や関係省庁
とも連携して取り組んでいく。
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（倒木対策）

●樹木の事前伐採の促進のため、一般送配電事業者と自治体との連携協定の締結支援（事例集等の
共有、各産業保安監督部による調整）を行う。

●他省庁（林野庁、国交省等）の取組との連携を検討。

●災害時の倒木処理について、電気事業法の解釈等、運用制度を見直すことで迅速な倒木処理を進める。

（飛来物対策）

●電力会社、地方自治体、JA等のHP・SNS・チラシ等による広報活動の促進（各監督部も広報に協
力。）。

＜二次被害対策に対する政府の取組＞



【全体概要】
・災害時における停電の早期復旧を実現するために、三重県と当社が
連携し、停電復旧に支障となる樹木や土砂等の障害物の除去を行う。
・倒壊した電柱が三重県の管理道路の復旧を妨げている場合、当社が
安全確認を行ったうえで三重県が啓開作業を行うことも可能となる。

＜連携内容＞
①連絡体制の確立
大規模停電発生時又は大規模停電が発生するおそれがあると認め
られる場合は、復旧作業及び啓開作業の連携等のための連絡体制
を確立する。

②停電復旧作業の連携等に関する連携内容
（１）電力設備の接近した樹木・土砂等障害物の除去における県によ
る作業支援、停電復旧のための樹木・土砂等障害物（電力設備含
む）の除去は、原則、当社が実施するが、当社が繁忙で実施でき
ない場合は、当社からの要請を受けた県が、樹木・土砂等障害物
の除去作業を行う。

（２）道路上の樹木・土砂の除去における県による協力として、停電復
旧用の大型工事車両が、災害による、樹木・土砂等障害物で通行
できない場合、道路管理者に除去を依頼するが、市町が繁忙で対
応できない場合、県が市町に業者紹介等をし、市町が作業を行う。

③道路上の支障物除去連携に関する連携内容
道路啓開における県による電力設備の除去として、道路上に倒壊し
た電力設備の除去は、原則、当社が実施するが、県が通行規制の早
期解除に支障をきたすと判断した場合、県からの要請を受けて、当社
が技術員を派遣し、現場の安全確認を実施すれば、県が電力設備の
除去を実施することができる。

1-1.倒木対策について（①電力会社―地方自治体間の連携協定の締結支援）

 各電力会社と地方自治体との間での連携協定の締結に向け、引き続き、協議が行われているところ。
産業保安監督部においても連携協定の締結に向け、各関係機関との調整など支援していく。

〇中部電力と岐阜県の災害時協定の概要

平時

①重要施設情報の共有
自家発電設備等の設置促進
優先して停電復旧又は仮復旧すべき重要施設について、平時
から情報を共有する。

②事前対策（事前伐採）の実施
③訓練への積極的な協力

災害
時

①連絡体制の確立
大規模災害発生時に又は発生が予想される場合、県災害対
策本部へ情報連絡員を派遣するとともに、連携して必要な情報
連絡に努める。

②県管理道路上の障害物（電力設備）の除去
電力設備が県管理道路の通行を支障した場合、連携して支障
となっている電力設備を除去する。

③電力復旧のための道路啓開の要請
道路への倒木等により通行ができず、電力復旧に支障がある
場合は、県に道路啓開を要請できる。

④電源車配置先の協議
停電仮復旧のための電源車の使用にあたり、中部電力が総
合的にその配置先を決定するとともに、県又は関係行政機関と
適宜協議を行う。

⑤復旧作業のための活動拠点の提供
復旧作業に必要となる拠点について、必要に応じて県又は県
を介して関係機関に協力を要請できる。

⑥県民への停電情報・復旧見通しの発信
双方が保有する連絡・通信手段等を利用し、県民に対して停
電及び復旧見通し等の情報を適時適切に発信する。

〇関西電力と三重県の災害時協定の概要
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1-2.倒木対策について（電力会社と地方自治体との連携協定締結の進捗状況）

 一般送配電事業者は、全都道府県と協定締結に向けた協議を実施し、令和２年６月
23日時点で、延べ22府県が協定締結済。

 既に協定締結済の自治体に対しても、協定内容を確認し、必要に応じて再締結に向け
て協議を実施。

 産業保安監督部においても連携協定の締結に向け、各関係機関との調整などを支援。

監督部

連携協定の
締結状況

都道府県

北海道 0/1

東北 5/7

関東 2/9

中部 4/5

北陸 0/4

近畿 7/9

中国 1/7

四国 ３/4

九州 0/7

那覇 0/1

合計 22/54

＜一般送配電事業者と都道府県間の協定締結状況＞ <産業保安監督部の支援例＞

産業保安監督部職員が管内の県庁を訪問し、協定締結等に
ついて情報共有・意見交換を実施。
一部自治体については、産業保安監督部が電力会社との調
整に関与。
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2-3.飛来物対策について（産業保安監督部における取組状況）

 飛来物対策に当たっては、関連機関との関係構築や、市民への周知活動といった地道
な取組を継続的に行っていくことが必要不可欠。

 産業保安監督部では、他省庁機関等の関係者と協調した支援や、ソーシャルメディア
や広報誌等を利用した周知活動を実施。

産業保安監督部の取組事例（国の出先機関との連携）

関東監督部
 関東農政局と共同で、東京電力によるJA等農業従事者に対する周知活動（チ

ラシの作成や配布等）の支援を実施。

中部監督部

 国交省地方整備局、中部電力を交えた情報交換会を主催。国交省と緊密な連

携関係を維持するとともに、連携協定に向けた協力も依頼。

 東海農政局が配信するメールマガジンへの掲載や、農政局が配布するチラシ作成

等、連携した活動を実施。

<四国電力広報誌掲載案>

産業保安監督部の取組事例（民間事業者との連携）

関東監督部  東京電力・関東経済産業局と共同で定期的な情報連絡会を開催し、停電復

旧・再発防止の対応を確認するとともに、必要な指示や連携・協力について議論。

また、自治体との協定締結に向けた方針についても協議。

中部監督部  中部電気保安協会が発行する機関誌に、飛来物防止のPRページを寄稿を予定。

四国監督部
 四国電力が作成する飛来物対策に関するチラシについて、JA、自治体などへの配

布及び一般向けに配布する広報誌に、内容を掲載いただくよう協議中。

<中部監督部による機関紙掲載>


